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鶴岡市体育施設の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 

鶴岡市体育施設の管理運営に関する規則（平成１７年鶴岡市教育委員会規則第３４号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１鶴岡市大山運動広場の項の次に次のように加える。 

鶴岡市屋内多目的運動場 １月４日から１２

月２８日まで 

午前８時３０分から

午後９時３０分まで 

 別表第３中 

「 
鶴岡市小真木原野

球場 

会議室  ４７０ 

その他の諸室  各１２０ 
 」 

を 

「 
鶴岡市小真木原野

球場 

会議室  ４７０ 

その他の諸室  各１２０ 

鶴岡市屋内多目的

運動場 

会議室  １００ 

 」 

に 

改める。 

 

附 則 

この規則は、令和３年１２月１日から施行する。 

 

 


